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先
日
、
個
人

情
報
保
護
対
策

に
つ
い
て
議
論

し
た
。
ど
の
職

場
も
本
当
に
ピ

リ
ピ
リ
し
て
い

る
。
99
・
99
…

％
漏
え
い
が
な
く
と
も
、
０

・
０
…
１
％
の
ミ
ス
は
報
道

発
表
さ
れ
、
場
合
に
よ
っ
て

は
処
分
。
そ
れ
以
上
に
、
府

民
に
申
訳
な
い
と
い
う
自
責

の
念
は
重
い
。
あ
る
職
場
で

は
交
付
文
書
に
職
員
を
特
定

す
る
記
号
を
付
し
た
ら
し
い

が
、
個
人
へ
の
責
任
転
嫁
に

す
ぎ
ず
、
防
止
対
策
な
ど
で

は
な
い
。
万
一
の
際
、
最
も

大
切
な
こ
と
は
被
害
者
へ
の

謝
罪
と
二
次
被
害
の
防
止
の

は
ず
だ
▼
確
か
に
職
員
個
人

の
努
力
、
慎
重
さ
、
相
互
チ

ェ
ッ
ク
は
重
要
で
あ
る
。
し

か
し
、
漏
え
い
を
防
ぐ
た
め

の
環
境
整
備
や
人
員
措
置
へ

の
努
力
は
ど
う
か
。
例
え
ば

コ
ス
ト
や
ス
ペ
ー
ス
を
理
由

に
プ
リ
ン
タ
ー
は
複
数
課
で

共
用
が
当
た
り
前
で
、
起
こ

り
う
る
取
り
間
違
い
は
職
員

の
責
任
。
個
人
情
報
保
護
の

最
大
の
保
障
で
あ
る
職
員
数

は
、
業
務
量
が
増
え
る
の
に

毎
年
削
減
。
そ
ん
な
リ
ス
ク

環
境
を
放
置
し
て
責
任
を
職

員
に
押
し
付
け
、
０
・
０
…

１
％
の
ミ
ス
の
報
道
発
表
を

繰
り
返
し
て
も
府
民
の
信
頼

は
得
ら
れ
ま
い
▼
そ
の
よ
う

な
厳
し
い
人
員
体
制
の
中
で

も
、
大
阪
府
北
部
地
震
で
の

職
員
派
遣
に
多
く
の
仲
間
が

手
を
挙
げ
、
さ
ら
に
厳
し
く

な
っ
た
職
場
を
全
力
で
カ
バ

ー
す
る
仲
間
が
い
る
こ
と

を
、
誇
り
に
思
う
。 

（
や
）

組合員だけの特典
顧問弁護士 城塚先生の

無料法律相談
府職労までお電話ください

 ☎ 06-6941-3079

み
ん
な
が
労
働
組
合
に
加
入
し
、

働
き
や
す
い
職
場
を
つ
く
ろ
う
！

府職労共済・自治労連共済

地震に対する見舞金について

自動車共済がさらに安くなります

　地震の被害に遭われた組合員のみなさんに
心よりお見舞い申し上げます。府職労・自治
労連共済の見舞金制度のご案内です。詳しく
は、共済担当までお尋ねください。

　民間保険に比べて断然安い自動車共済が
10月よりさらに安くなります。なんと団体
割引が15％に！いつでもお見積もりします
ので、共済担当までお問合せください。

（１）全組合員対象
　●�組織共済（府職労共済）自家、借家を問
わず組合員が居住している建物の被害

（２）自治労連共済　火災共済加入者対象
　●�「地震等における見舞金の支払基準」に
もとづき支払われます。

　●�見舞金の対象は、契約物件の建物の被害
（損害額20万円以上）の場合、借家の
場合はその建物に被害（損害額100万円
超）が生じていれば対象になります。

（３）その他
　●�自宅の家財の被害、建物とは別に建てら
れている車庫ならびに付属建物等は対象
外です。

　★�請求手続きには罹災証明書等の提出が必
要となります。

　

６
月
18
日
朝
に
発
生
し
た
大

阪
北
部
の
地
震
に
よ
り
、
被
害

に
遭
わ
れ
た
み
な
さ
ん
に
心
よ

り
お
見
舞
い
申
し
上
げ
ま
す
。

ま
た
、
昼
夜
を
分
か
た
ず
、
地

震
・
震
災
に
よ
る
業
務
に
携
わ

っ
て
い
る
み
な
さ
ん
に
心
よ
り

敬
意
を
表
し
ま
す
。

　

今
回
の
地
震
で
、
死
者
４

人
、
負
傷
者
３
５
４
人
の
人
的

被
害
と
全
壊
６
棟
、
半
壊
57

棟
、
一
部
損
壊
家
屋
２
万
１
千

６
４
０
棟
の
被
害
が
出
て
い
ま

す
（
７
月
２
日
11
時
30
分
現

在
）。

　

現
在
も
、
高
槻
市
・
茨
木
市

へ
の
職
員
派
遣
な
ど
、
全
庁
的

な
支
援
が
続
い
て
い
ま
す
。

　

こ
う
し
た
実
態
を
受
け
て
府

職
労
は
６
月
20
日
に
夏
季
要
求

闘
争
を
終
結
し
、
震
災
へ
の
緊

急
対
応
に
全
力
で
取
り
組
む
こ

と
を
申
し
入
れ
ま
し
た
。
申
し

入
れ
で
は
、
住
民
の
い
の
ち
と

健
康
と
被
害
者
の
生
活
再
建
を

最
優
先
の
府
政
運
営
を
は
じ

め
、
迅
速
な
緊
急
対
応
が
で
き

る
体
制
と
そ
の
際
の
職
員
の
休

憩
・
休
息
時
間
の
確
保
や
健
康

管
理
、
子
育
て
や
介
護
等
要
件

の
あ
る
職
員
へ
の
柔
軟
な
対
応

の
周
知
徹
底
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

休
暇
の
復
活
、
十
分
に
災
害
対

応
で
き
る
職
員
体
制
に
む
け
た

定
数
増
、
防
災
拠
点
に
な
ら
な

い
咲
洲
庁
舎
か
ら
の
撤
退
を
求

め
ま
し
た
。

　

あ
わ
せ
て
、
職
員
が
住
民
の

災
害
時
に
も
十
分
対
応
で
き
る
職
場
を

今
年
も
全
職
員
の

　
　

２
割
が〝
下
位
区
分
落
ち
〟

平
成
29
年
度
相
対
評
価
結
果
を
公
表

安
全
・
安
心
確
保
の
た
め
、
仕

事
に
専
念
で
き
る
賃
金
・
労
働

条
件
の
確
立
を
求
め
ま
し
た
。

　

安
心
し
て
働
き
続
け
る
こ
と

の
で
き
る
賃
金
・
労
働
条
件
を

実
現
す
る
に
は
、
み
ん
な
で
声

を
あ
げ
、
み
ん
な
の
協
力
で
少

し
ず
つ
改
善
し
て
い
く
こ
と
が

必
要
で
す
。
一
人
ひ
と
り
の
力

は
小
さ
く
て
も
、
み
ん
な
の
力

が
集
ま
る
と
大
き
な
力
に
な
り

ま
す
。「
周
り
の
人
も
入
っ
て

な
い
し
…
」「
自
分
が
入
ら
な

く
て
も
…
」
な
ん
て
思
わ
ず

に
、
み
ん
な
で
労
働
組
合
に
入

り
ま
し
ょ
う
。

お問合せ 府職労本部 共済担当：越智・吉田
06-6941-3079

夏
季
要
求　

交
渉
で
回
答

人事評価制度等に関する
職員アンケートを実施

（７月３日～24日）

必ず回答して、
みんなで声をあげよう！

　府労組連夏季交渉において、府当局より
「昨年度に続いて職員アンケートを実施す
る」との回答を引き出し、７月３日（火）
から全職員対象に実施されています。この
アンケートは、職員の声を反映する重要な
機会です。相対評価の問題点や矛盾など、
切実な職場実態を明らかにするためにも、
あきらめず、積極的にアンケートに回答し
ましょう。

労
働
組
合
に
入
っ
て

　
　
職
場
を
改
善
し
よ
う

　

６
月
28
日
、
府
当
局
は
「
平

成
29
年
度
人
事
評
価
結
果
」
を

公
表
し
ま
し
た
。
相
対
評
価
結

果
に
つ
い
て
は
、
職
員
基
本
条

例
で
定
め
る
「
分
布
割
合
」
に

応
じ
た
分
布
と
な
っ
て
い
る
た

め
、
今
年
も
１
６
９
５
人
も
の

職
員
が
下
位
評
価
へ
と
落
と
さ

れ
て
い
ま
す
（
下
表
参
照
）。

　

絶
対
評
価
Ａ
の
職
員
の
う
ち

４
２
５
人
が
「
第
三
区
分
」

へ
、
絶
対
評
価
Ｂ
の
職
員
の
う

ち
８
６
５
人
が
「
第
四
区
分
」

へ
、
３
１
４
人
が
「
第
五
区

分
」
へ
と
落
と
さ
れ
て
い
ま

す
。
が
ん
ば
っ
て
働
く
良
好
な

職
員
を
無
理
や
り
下
位
評
価
に

落
と
す
実
態
は
何
ら
改
善
さ
れ

て
い
ま
せ
ん
。
ま
た
、
Ａ
評
価

「
第
三
区
分
」
と
Ｂ
評
価
「
第

二
区
分
」
と
の
逆
転
も
解
消
さ

れ
て
い
ま
せ
ん
。

　

そ
の
結
果
、
同
じ
Ｂ
評
価
で

あ
っ
て
も
一
時
金
（
勤
勉
手

当
）
と
昇
給
で
も
差
が
つ
け
ら

れ
、
生
涯
賃
金
に
も
影
響
す
る

と
い
う
事
態
が
続
い
て
い
ま

す
。
こ
れ
は
、
分
布
割
合
を
決

め
た
相
対
評
価
を
続
け
る
限

り
、
ど
う
し
て
も
解
消
さ
れ
な

平成29年度人事評価の結果（二次評価結果と相対評価結果の相関）
第一区分 第二区分 第三区分 第四区分 第五区分 総計 割合

S 17 17 0.2%
A 462 1,413 425 2,300 27.2%
B 277 4,554 865 314 6,010 71.1%
C 91 91 1.1%
D 34 34 0.4%

総人数 479 1,690 4,979 865 439 8,452 100.0%
割合 5.7% 20.0% 58.9% 10.2% 5.2% 100.0%

相対
二次

い
矛
盾
で
す
。
も
は
や
相
対
評

価
は
、
制
度
目
的
に
も
反
す
る

だ
け
で
な
く
、
職
員
の
モ
チ
ベ

ー
シ
ョ
ン
を
大
き
く
低
下
さ

せ
、
職
場
で
の
チ
ー
ム
ワ
ー
ク

や
仕
事
に
も
大
き
な
悪
影
響
を

与
え
る
〝
百
害
あ
っ
て
一
利
な

し
〟
の
制
度
で
す
。

　

府
職
労
は
相
対
評
価
を
直
ち

に
中
止
す
る
こ
と
を
求
め
、
引

き
続
き
職
場
か
ら
の
取
り
組
み

を
強
化
し
ま
す
。

職員を無理やり下位区分に落とす相対評価は直ちに中止を
災害発生時であっても十分に対応できる職員数を増やそう


